
 
 

平成 18年５月 19日 
各  位 

会 社 名 株 式 会 社  コ ジ マ 
代表社名 代表取締役社長 小島 章利 
（コード番号 ７５１３ 東証第一部） 
問合せ先 取締役兼専務執行役員 

総務本部長  森  真貴 
電話番号 ０２８－６２１－０００１ 

 
定款一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、平成 18年６月 29日開催予定の第 43回定時株主総会に下記
のとおり、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の理由 

(1)執行役員制度導入後の一定期間を経て組織運営上の必要枠と定款規定の員数枠の調整を図るため
に、現行定款第 17条に規定する員数枠を変更するものであります。 

(2)「会社法」（平成 17年法律第 86号）ならびに「会社法施行規則」（平成 18年法務省令第 12号）
および「会社計算規則」（同第 13号）が平成 18年５月１日に施行されたことに伴い、次のとおり
当社定款を変更するものであります。 
① 当社の定款には、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨（変更案第４条）、株
式に係る株券を発行する旨（変更案第８条）および株主名簿管理人を置く旨（変更案第 11 条）
の定めがあるものとみなされておりますので、これを各条文に明記するものであります。 
② 会社法第 189 条第２項の規定に従い、単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、変
更案第 10条【単元未満株式についての権利】を新設するものであります。 
③ 株主総会参考書類の一部等につき、会社法施行規則ならびに会社計算規則にもとづきインター
ネット開示をもって株主に提供したものとみなすことができるよう対応し、より充実した情報を

効率よく提供できるよう、変更案第 16 条【株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供】を新設するものであります。 
④ 会社法第 370 条の規定に従い、必要に応じて書面または電磁的方法により取締役会の決議を機
動的に行うことができるよう、現行定款第 22 条【取締役会の決議方法等】第２項を新設するも
のであります。 

⑤ その他全般の構成を見直し、用語、条文、文言の修正、追加、削除等を行うとともに、条数お
よび項数等の調整を行うものであります。 

 
２．変更の内容 
  別紙のとおり。 
 
３．日程 
定款変更のための株主総会開催日   平成 18年６月 29日（木曜日） 
定款変更の効力発生日        平成 18年６月 29日（木曜日） 

以上 


























